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○塩竈市住宅改修支援事業助成金交付要綱 

平成13年３月19日 

告示第25号 

改正 平成15年３月告示第14号 

平成18年４月告示第40号 

平成26年９月告示第124号 

平成28年３月告示第46号 

平成29年３月告示第77号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給申請に係る理由書

を作成した者に対し、市が助成を行う場合に必要な事項を定める。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 居宅要介護被保険者等 介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）

第41条第１項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第１項に規定する居宅要支

援被保険者（塩竈市の生活保護を受けている40才以上64才以下の医療保険未加入者で

介護が必要であると市長が認めた者も含む。） 

(2) 住宅改修 法第45条第１項に規定する住宅改修をいう。 

(3) 住宅改修費 法第45条第１項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第１項に

規定する介護予防住宅改修費をいう。 

(4) 介護支援専門員等 法第７条第５項に規定する介護支援専門員、理学療法士及び作

業療法士法（昭和40年法律第137号）第２条第３項に規定する理学療法士及び同条第４

項に規定する作業療法士並びに福祉住環境コーディネーター検定試験２級以上の資格

を有する者で、住宅改修について十分な専門性を有するものをいう。 

（平18告示40・平29告示77・一部改正） 

（助成対象者） 

第３条 この要綱により、助成を受けることができる者（以下「助成対象者」という。）は、

法第８条第24項に規定する居宅介護支援又は法第８条の２第16項に規定する介護予防支

援の提供を受けていない居宅要介護被保険者等の依頼を受けて住宅改修費の支給申請に

係る理由書を作成した介護支援専門員等とする。 
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２ 前項の理由書は、住宅改修が必要な理由書（様式第１号）を基本とする。 

（平18告示40・全改、平26告示124・平29告示77・一部改正） 

（助成申請） 

第４条 助成対象者が、助成を受けようとするときは、塩竈市住宅改修支援事業助成金交付

申請書（様式第２号）を市長に提出しなければならない。 

（平18告示40・全改） 

（助成の決定） 

第５条 市長は、前条に掲げる申請を受理した時は、その内容を判断したうえ助成の可否に

ついて、塩竈市住宅改修支援事業助成金交付決定通知書（様式第３号）により、申請者に

通知するとともに、助成が適当である場合には申請者に対し助成金を交付する。 

（平18告示40・一部改正） 

（助成額） 

第６条 理由書作成１件につき2,000円とする。 

（調査） 

第７条 市長は、必要があると判断した場合は、申請者に対し関係書類の提示や業務内容の

報告を求め、または職員に事業所内等への立入調査をさせることができる。 

（助成金の返還） 

第８条 助成申請にあたり虚偽の届出を行った場合や、居宅要介護等被保険者等に対する住

宅改修等の強要など不当な行為を行った場合、市長は助成をうけた者に対し、助成金の返

還を求めることができる。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が定める。 

附 則 

この告示は、平成13年３月19日から施行し、平成13年１月１日以降に着工した住宅改修

に係る住宅改修支援事業から適用する。 

附 則（平成15年３月告示第14号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成15年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前に着工し、平成16年３月31日までにこの告示による改正前の塩

竈市住宅改修支援事業助成金交付要綱第５条の規定による決定を受けた住宅改修に係る
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住宅改修支援事業については、なお従前の例による。 

附 則（平成18年４月告示第40号） 

この告示は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年９月告示第124号） 

この告示は、平成26年９月２日から施行する。 

附 則（平成28年３月告示第46号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置の原則） 

２ この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係

る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。 

附 則（平成29年３月告示第77号） 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 



4/9 

 



5/9 

 



6/9 

 



7/9 

 



8/9 

 



9/9 

様式第１号（第４条関係） 

（平18告示40・全改） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

（平18告示40・全改、平28告示46・一部改正） 

 


